
未定
食品表示基準改正

未定 食品表示基準改正案について消費者委員会で議論

令和６年度内
食品表示基準改正案についてパブリックコメント

令和６年12月 分科会で結果が出たものは年度内に一回とりまとめ、懇談会に報告

個別品目ごとの表示ルール見直しのスケジュールイメージ

令和６年５月～

個別品目ごとの表示ルール見直し分科会

※分科会で結果が出ていないものについては、引き続き分科会において検討

・個別品目ごとの表示ルール
・栄養強化目的の添加物を省略できる規定の削除 等

一定の経過措置期間後、完全施行

済：調理冷凍食品、ハム類、ソーセージ、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、チルドぎょうざ類、
マーガリン類、みそ、炭酸飲料、即席めん、マカロニ類、ジャム類

その他11月までに審議したもの：塩蔵わかめ、乾燥わかめ、うに加工品、うにあえもの、等
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